
個室（従来型）　：併設型短期入所生活介護費（Ⅰ） 単位数 多床室　：併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）　単位数 その他の加算（単位）

要支援　１ 446 22 468 要支援　１ 446 22 468
要支援　２ 555 22 577 要支援　２ 555 22 577
要介護　１ 596 15 22 633 要介護　１ 596 15 22 633
要介護　２ 665 15 22 702 要介護　２ 665 15 22 702
要介護　３ 737 15 22 774 要介護　３ 737 15 22 774
要介護　４ 806 15 22 843 要介護　４ 806 15 22 843
要介護　５ 874 15 22 911 要介護　５ 874 15 22 911

8.3% 　と　介護職員等特定処遇改善加算 2.7% 　を加算して、 その他の加算（円）

10.17
個室（従来型） 1日あたり　                                     単位：円 多床室　 1日あたり                                               単位：円

介護度 ※基本額 負担段階 滞在費 食費 合計/日 介護度 ※基本額 負担段階 滞在費 食費 合計/日
第１段階 320 300 1,148 第１段階 300 828
第２段階 420 600 1,548 第２段階 370 600 1498

第３段階① 820 1,000 2,348 第３段階① 370 1000 1898
第３段階② 820 1,300 2,648 第３段階② 370 1300 2198 負担段階について
第４段階 1,171 1,445 3,144 第４段階 855 1445 2828
第１段階 320 300 1,271 第１段階 300 951
第２段階 420 600 1,671 第２段階 370 600 1621

第３段階① 820 1,000 2,471 第３段階① 370 1000 2021
第３段階② 820 1,300 2,771 第３段階② 370 1300 2321
第４段階 1,171 1,445 3,267 第４段階 855 1445 2951
第１段階 320 300 1,335 第１段階 300 1015
第２段階 420 600 1,735 第２段階 370 600 1685

第３段階① 820 1,000 2,535 第３段階① 370 1000 2085
第３段階② 820 1,300 2,835 第３段階② 370 1300 2385
第４段階 1,171 1,445 3,331 第４段階 855 1445 3015
第１段階 320 300 1,413 第１段階 300 1093
第２段階 420 600 1,813 第２段階 370 600 1763

第３段階① 820 1,000 2,613 第３段階① 370 1000 2163
第３段階② 820 1,300 2,913 第３段階② 370 1300 2463
第４段階 1,171 1,445 3,409 第４段階 855 1445 3093
第１段階 320 300 1,494 第１段階 300 1174
第２段階 420 600 1,894 第２段階 370 600 1844

第３段階① 820 1,000 2,694 第３段階① 370 1000 2244
第３段階② 820 1,300 2,994 第３段階② 370 1300 2544
第４段階 1,171 1,445 3,490 第４段階 855 1445 3174
第１段階 320 300 1,572 第１段階 300 1252
第２段階 420 600 1,972 第２段階 370 600 1922

第３段階① 820 1,000 2,772 第３段階① 370 1000 2322
第３段階② 820 1,300 3,072 第３段階② 370 1300 2622
第４段階 1,171 1,445 3,568 第４段階 855 1445 3252
第１段階 320 300 1,649 第１段階 300 1329
第２段階 420 600 2,049 第２段階 370 600 1999

第３段階① 820 1,000 2,849 第３段階① 370 1000 2399
第３段階② 820 1,300 3,149 第３段階② 370 1300 2699
第４段階 1,171 1,445 3,645 第４段階 855 1445 3329

要介護　４ 952

要介護　５ 1029

世帯全員が市町村民税非課

税で、合計所得金額と、年金

収入額が合計80万円超120

万円以下の方

市町村民税課税の方

※第１～３段階は介護保

険負担限度額認定証の申

請が必要です。段階によっ

て貯金金額の認定要件が

あります。

第3段階②
世帯全員が市町村民税非

課税で、合計所得金額と、

年金等収入額が、合計120

万以上の方

要介護　５ 1029

要介護　３

第4段階

874

地域区分別1単位の単価 円を乗じた金額の１割又は２割又は３割

9円

（１食毎）

194円

(片道)

要支援　１ 528

第1段階

合計単位数
療養食

加算
送迎加算

１食につき

８単位

※療養食等

が必要な

184単位

(片道)

※ご利用の

場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算(Ⅰ)

※基本額：上記合計単位数に、介護職員処遇改善加算

特別養護老人ホーム　マスカット倶楽部　　　　短期入所利用料金表 　 　　　　　事業所番号：3370104246　（令和3年8月１日から）　　　　１割

介護度
基本

サービス費

夜勤職員

配置加算(Ⅲ)

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算(Ⅰ)
合計単位数 介護度

基本

サービス費

夜勤職員

配置加算(Ⅲ)

要支援　１ 528

要支援　２ 651

要介護　１ 715

要介護　２ 793

要介護　３ 874

要介護　４ 952

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で、

世帯全員が市長村民税非

課税の方

要支援　２ 651

要介護　１ 715

要介護　２ 793

第2段階
世帯全員が市町村民税非

課税で、合計所得金額と、

年金等収入額が、合計80

万円以下の方
第3段階①



個室（従来型）　：併設型短期入所生活介護費（Ⅰ） 単位数 多床室　：併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）　単位数 その他の加算（単位）

要支援　１ 446 22 468 要支援　１ 446 22 468
要支援　２ 555 22 577 要支援　２ 555 22 577
要介護　１ 596 15 22 633 要介護　１ 596 15 22 633
要介護　２ 665 15 22 702 要介護　２ 665 15 22 702
要介護　３ 737 15 22 774 要介護　３ 737 15 22 774
要介護　４ 806 15 22 843 要介護　４ 806 15 22 843
要介護　５ 874 15 22 911 要介護　５ 874 15 22 911

8.3% 　と　介護職員等特定処遇改善加算 2.7% 　を加算して、 その他の加算（円）

10.17
個室（従来型） 1日あたり　                                     単位：円 多床室　 1日あたり                                               単位：円

介護度 ※基本額 負担段階 滞在費 食費 合計/日 介護度 ※基本額 負担段階 滞在費 食費 合計/日
第１段階 320 300 1,676 第１段階 300 1356
第２段階 420 600 2,076 第２段階 370 600 2026

第３段階① 820 1,000 2,876 第３段階① 370 1000 2426
第３段階② 820 1,300 3,176 第３段階② 370 1300 2726 負担段階について
第４段階 1,171 1,445 3,672 第４段階 855 1445 3356
第１段階 320 300 1,922 第１段階 300 1602
第２段階 420 600 2,322 第２段階 370 600 2272

第３段階① 820 1,000 3,122 第３段階① 370 1000 2672
第３段階② 820 1,300 3,422 第３段階② 370 1300 2972
第４段階 1,171 1,445 3,918 第４段階 855 1445 3602
第１段階 320 300 1,335 第１段階 300 1730
第２段階 420 600 1,735 第２段階 370 600 2400

第３段階① 820 1,000 2,535 第３段階① 370 1000 2800
第３段階② 820 1,300 2,835 第３段階② 370 1300 3100
第４段階 1,171 1,445 3,331 第４段階 855 1445 3730
第１段階 320 300 2,205 第１段階 300 1885
第２段階 420 600 2,605 第２段階 370 600 2555

第３段階① 820 1,000 3,405 第３段階① 370 1000 2955
第３段階② 820 1,300 3,705 第３段階② 370 1300 3255
第４段階 1,171 1,445 4,201 第４段階 855 1445 3885
第１段階 320 300 2,368 第１段階 300 2048
第２段階 420 600 2,768 第２段階 370 600 2718

第３段階① 820 1,000 3,568 第３段階① 370 1000 3118
第３段階② 820 1,300 3,868 第３段階② 370 1300 3418
第４段階 1,171 1,445 4,364 第４段階 855 1445 4048
第１段階 320 300 2,524 第１段階 300 2204
第２段階 420 600 2,924 第２段階 370 600 2874

第３段階① 820 1,000 3,724 第３段階① 370 1000 3274
第３段階② 820 1,300 4,024 第３段階② 370 1300 3574
第４段階 1,171 1,445 4,520 第４段階 855 1445 4204
第１段階 320 300 2,677 第１段階 300 2357
第２段階 420 600 3,077 第２段階 370 600 3027

第３段階① 820 1,000 3,877 第３段階① 370 1000 3427
第３段階② 820 1,300 4,177 第３段階② 370 1300 3727
第４段階 1,171 1,445 4,673 第４段階 855 1445 4357

要介護　４ 1904

要介護　５ 2057

世帯全員が市町村民税

非課税で、合計所得金額

と、年金収入額が合計80

万円超120万円以下の方

市町村民税課税の方

※第１～３段階は介護保

険負担限度額認定証の

申請が必要です。段階に

よって貯金金額の認定要

件があります。

第3段階②
世帯全員が市町村民税

非課税で、合計所得金額

と、年金等収入額が、合

計120万以上の方

要介護　５ 2057

要介護　３

第4段階

1748

地域区分別1単位の単価 円を乗じた金額の１割又は２割又は３割

9円

（１食毎）

194円

(片道)

要支援　１ 1056

第1段階

合計単位数
療養食

加算
送迎加算

１食につき

８単位

※療養食等

が必要な

184単位

(片道)

※ご利用の

場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算(Ⅰ)

※基本額：上記合計単位数に、介護職員処遇改善加算

特別養護老人ホーム　マスカット倶楽部　　　　短期入所利用料金表 　 　　　　　事業所番号：3370104246　（令和3年8月１日から）　　　　2割

介護度
基本

サービス費

夜勤職員

配置加算(Ⅲ)

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算(Ⅰ)
合計単位数 介護度

基本

サービス費

夜勤職員

配置加算(Ⅲ)

要支援　１ 1056

要支援　２ 1302

要介護　１ 715

要介護　２ 1585

要介護　３ 1748

要介護　４ 1904

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で、

世帯全員が市長村民税

非課税の方

要支援　２ 1302

要介護　１ 1430

要介護　２ 1585

第2段階
世帯全員が市町村民税

非課税で、合計所得金額

と、年金等収入額が、合

計80万円以下の方
第3段階①



個室（従来型）　：併設型短期入所生活介護費（Ⅰ） 単位数 多床室　：併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）　単位数 その他の加算（単位）

要支援　１ 446 22 468 要支援　１ 446 22 468
要支援　２ 555 22 577 要支援　２ 555 22 577
要介護　１ 596 15 22 633 要介護　１ 596 15 22 633
要介護　２ 665 15 22 702 要介護　２ 665 15 22 702
要介護　３ 737 15 22 774 要介護　３ 737 15 22 774
要介護　４ 806 15 22 843 要介護　４ 806 15 22 843
要介護　５ 874 15 22 911 要介護　５ 874 15 22 911

8.3% 　と　介護職員等特定処遇改善加算 2.7% 　を加算して、 その他の加算（円）

10.17
個室（従来型） 1日あたり　                                     単位：円 多床室　 1日あたり                                               単位：円

介護度 ※基本額 負担段階 滞在費 食費 合計/日 介護度 ※基本額 負担段階 滞在費 食費 合計/日
第１段階 320 300 2,204 第１段階 300 1884
第２段階 420 600 2,604 第２段階 370 600 2554

第３段階① 820 1,000 3,404 第３段階① 370 1000 2954
第３段階② 820 1,300 3,704 第３段階② 370 1300 3254 負担段階について
第４段階 1,171 1,445 4,200 第４段階 855 1445 3884
第１段階 320 300 2,573 第１段階 300 2253
第２段階 420 600 2,973 第２段階 370 600 2923

第３段階① 820 1,000 3,773 第３段階① 370 1000 3323
第３段階② 820 1,300 4,073 第３段階② 370 1300 3623
第４段階 1,171 1,445 4,569 第４段階 855 1445 4253
第１段階 320 300 1,335 第１段階 300 2445
第２段階 420 600 1,735 第２段階 370 600 3115

第３段階① 820 1,000 2,535 第３段階① 370 1000 3515
第３段階② 820 1,300 2,835 第３段階② 370 1300 3815
第４段階 1,171 1,445 3,331 第４段階 855 1445 4445
第１段階 320 300 2,997 第１段階 300 2677
第２段階 420 600 3,397 第２段階 370 600 3347

第３段階① 820 1,000 4,197 第３段階① 370 1000 3747
第３段階② 820 1,300 4,497 第３段階② 370 1300 4047
第４段階 1,171 1,445 4,993 第４段階 855 1445 4677
第１段階 320 300 3,241 第１段階 300 2921
第２段階 420 600 3,641 第２段階 370 600 3591

第３段階① 820 1,000 4,441 第３段階① 370 1000 3991
第３段階② 820 1,300 4,741 第３段階② 370 1300 4291
第４段階 1,171 1,445 5,237 第４段階 855 1445 4921
第１段階 320 300 3,476 第１段階 300 3156
第２段階 420 600 3,876 第２段階 370 600 3826

第３段階① 820 1,000 4,676 第３段階① 370 1000 4226
第３段階② 820 1,300 4,976 第３段階② 370 1300 4526
第４段階 1,171 1,445 5,472 第４段階 855 1445 5156
第１段階 320 300 3,705 第１段階 300 3385
第２段階 420 600 4,105 第２段階 370 600 4055

第３段階① 820 1,000 4,905 第３段階① 370 1000 4455
第３段階② 820 1,300 5,205 第３段階② 370 1300 4755
第４段階 1,171 1,445 5,701 第４段階 855 1445 5385

要介護　４ 2856

要介護　５ 3085

世帯全員が市町村民税

非課税で、合計所得金額

と、年金収入額が合計80

万円超120万円以下の方

市町村民税課税の方

※第１～３段階は介護保

険負担限度額認定証の

申請が必要です。段階に

よって貯金金額の認定要

件があります。

第3段階②
世帯全員が市町村民税

非課税で、合計所得金額

と、年金等収入額が、合

計120万以上の方

要介護　５ 3085

要介護　３

第4段階

2621

地域区分別1単位の単価 円を乗じた金額の１割又は２割又は３割

9円

（１食毎）

194円

(片道)

要支援　１ 1584

第1段階

合計単位数
療養食

加算
送迎加算

１食につき

８単位

※療養食等

が必要な

184単位

(片道)

※ご利用の

場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算(Ⅰ)

※基本額：上記合計単位数に、介護職員処遇改善加算

特別養護老人ホーム　マスカット倶楽部　　　　短期入所利用料金表 　 　　　　　事業所番号：3370104246　（令和3年8月１日から）　　　　3割

介護度
基本

サービス費

夜勤職員

配置加算(Ⅲ)

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算(Ⅰ)
合計単位数 介護度

基本

サービス費

夜勤職員

配置加算(Ⅲ)

要支援　１ 1584

要支援　２ 1953

要介護　１ 715

要介護　２ 2377

要介護　３ 2621

要介護　４ 2856

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で、

世帯全員が市長村民税

非課税の方

要支援　２ 1953

要介護　１ 2145

要介護　２ 2377

第2段階
世帯全員が市町村民税

非課税で、合計所得金額

と、年金等収入額が、合

計80万円以下の方
第3段階①


